
i n f o r m a t i o n

　

そ
の
介
護
に
当
た
っ
て
い
る

⑥
災
害
等

　

火
災
や
そ
の
他
災
害
の
復
旧
に
当

　

た
っ
て
い
る

⑦
そ
の
他

　

そ
の
他
町
長
が
保
育
に
欠
け
る
と

　

認
め
た
と
き

※
集
団
生
活
を
身
に
つ
け
る
、
他
の

　

子
に
手
が
か
か
る
等
は
、
入
所
申

　

請
の
理
由
に
な
り
ま
せ
ん
。

受
付
期
間

１
月
12
日
（
火
）
〜
29
日
（
金
）

※
募
集
期
間
を
過
ぎ
て
申
し
込
み
を

　

し
た
場
合
、
入
所
で
き
な
い
こ
と

　

が
あ
り
ま
す
。

※
各
保
育
所
の
保
育
士
数
、
入
所
定

　

員
等
の
関
係
で
入
所
で
き
な
い
場

　

合
や
第
１
希
望
以
外
の
保
育
所
へ

　

の
入
所
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

入
所
定
員

川
床
保
育
園
45
人
・
ま
こ
と
保
育
園

60
人
・
東
保
育
園
90
人
・
平
尾
保
育

園
60
人
・
本
浦
保
育
園
45 

人
・
指
江

保
育
園
45
人
・
伊
唐
保
育
園
30
人

※
そ
の
他
町
外
の
保
育
所
に
つ
い
て

　

も
受
け
付
け
ま
す
。

提
出
書
類

①
保
育
所
入
所
申
込
書

②
家
庭
状
況
の
申
立
書

③
保
育
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る

　

も
の

　

・
就
労
証
明
書
（
就
労
者
）

　

・
母
子
手
帳
（
出
産
前
後
）

　

・
診
断
書
（
疾
病
・
介
護
等
）

④
保
育
料
算
定
に
必
要
な
書
類

　
（
両
親
分
が
必
要
）

Ⅰ
平
成
21
年
分
源
泉
徴
収
票
ま
た
は

　

確
定
申
告
の
写
し

Ⅱ
平
成
21
年
度
町
民
税
課
税
証
明
書

　
（
平
成
21
年
１
月
１
日
、
長
島
町

　

外
に
居
住
し
て
い
た
人
）

※
児
童
が
祖
父
母
等
の
扶
養
に
入
っ

　

て
い
る
場
合
は
祖
父
母
等
の
Ⅰ
、

　

Ⅱ
も
必
要
で
す
。

◎
申
込
書
配
布
場
所
・
提
出
先

　

役
場
町
民
福
祉
課
・
総
合
管
理
課

　

℡
（
86
）
１
１
１
１

　

内
線
１
１
１
２

保
育
所
へ
の
入
所
児
童
募
集

　
平
成
22
年
度
の
保
育
所
入
所
児
童
を
募
集
し
ま
す
。
入
所
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
入
所
申
込
書
の
提
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
受
付
期
間
内
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
保
育
所
に
入
所
し
て
い
る
児
童
に
つ
い
て
も
、
再
度
申
し
込
み
が
必
要
に
な
り
ま
す
（
現
在
入
所
さ
れ

て
い
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
保
育
所
を
通
し
て
申
込
書
を
配
布
し
ま
す
）。

入
所
対
象
児
童

　

保
育
所
に
入
所
で
き
る
対
象
児
童

は
、
長
島
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
両

親
お
よ
び
同
居
の
家
族
全
員
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
家
庭
で
保
育

が
で
き
な
い
０
歳
か
ら
小
学
校
入
学

前
の
児
童
で
す
。

①
家
庭
外
労
働

　

居
宅
外
に
勤
務
し
て
い
る

②
居
宅
内
で
家
事
以
外
の
仕
事
に
つ

　

い
て
い
る

③
母
親
が
出
産
の
前
後
で
あ
る

　
（
前
後
２
カ
月
）

④
疾
病
・
障
害
等

　

疾
病
等
に
よ
る
入
院
・
通
院
、
ま

　

た
は
障
害
を
有
し
て
い
る

⑤
親
族
等
の
介
護

　

長
期
に
わ
た
る
病
気
・
障
害
等
で

平
成
22
年
度
の
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